宇多津町ふるさと納税支援業務
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1. 業務名
宇多津町ふるさと納税支援業務

2． 目的 
本要領は、宇多津町ふるさと納税支援業務を委託するにあたり、業務を円滑に遂行するために最も適した事業者を契約候補者として選定することを目的として定める。 

3.　業務概要 
（１）業務内容 
宇多津町ふるさと納税支援業務仕様書 のとおり 
（２）業務期間 
令和８年４月１日から令和９年３月31日まで 
※令和８年宇多津町議会３月定例会における、本業務に係る予算が議決されない場合は、契約は行わないものとする。 
※審査結果通知以降の令和８年２月から３月までの期間は、引継ぎ及びシステム等の準備期間とし、準備期間に関して委託料は発生しないものとする。 
（３）見積限度額
基本委託料は、寄附金額の６％（消費税及び地方消費税の額を除く）を上限とする。ただし、仕様書「５（３）寄附金受領証明書等の作成及び発送に関する業務」及び「５（４）ワンストップ申告特例制度に関する業務」については、前述の基本委託料の上限とは別に単価契約とする。

4． 参加資格要件 
本プロポーザルに参加を希望する者は、次の要件を全て満たしていること。 
（１）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。
（２）宇多津町物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領（平成23年要領第２号）に基づく指名停止要件に該当していない者であること。
（３）会社更生法（平成14年法律第154号）による更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成11年法律第225号）による再生手続開始の申立てがなされていない者であること。ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
ア　会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者
イ　民事再生法に基づく再生計画認可の決定（確定したものに限る。）を受けた者
（４）国税及び地方税（宇多津町に事業所を有する場合は町税も含む）に滞納のない者であること。
（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団及び同条第６号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
	実施内容
	期日

	提案公募の公告
	令和８年１月９日(金)

	提案公募に対する質問の期限
	令和８年１月15日(木)

	提案公募に対する質問の回答
	令和８年１月16日(金)～１月20日(火)

	参加意思表明書等の提出期限
	令和８年１月22日(木) ※17時必着

	参加資格審査結果通知
	令和８年１月23日(金)

	企画提案書等の提出期限
	令和８年１月30日(金) ※17時必着

	プレゼンテーションの実施
	令和８年２月６日(金) ※予定

	審査結果通知
	令和８年２月９日(月) ※予定

	準備期間
	審査結果の通知後～令和８年３月31日(火)

	契約締結
	令和８年４月１日(水) ※予定


5.　スケジュール

6.　質問及び回答
（１）方法
本プロポーザルに関する質問は、質問書（様式３）を使用し、「宇多津町ふるさと納税支援業務について」という件名にて、電子メールで提出すること。なお、確認のため、質問書を送付した旨の電話連絡をすること。
電話及び口頭、持参、ＦＡＸによる質問は受け付けない。
（２）提出先
宇多津町総務課　担当：江口
E-Mail：soumu@town.utazu.kagawa.jp
（３）質問の受付期限
令和８年１月15日(木) 午後５時まで
（４）回答方法
受け付けた質問に対する回答は、令和８年１月20日(火)までに、宇多津町ホームページで公開する。なお、質問は参加申込書、提案書等の記載方法及び仕様書の内容等に関するものに限り受け付けるものとし、次のような質問に対しては回答しない。
ア 本プロポーザル実施要領に対する質問者の明らかな誤読
イ 本プロポーザルに関する意見
ウ 質問者が提案しようとする内容についての是非を問うもの
エ 本プロポーザル実施要領に対する質問であっても、自ら判断又は調査すべきもの
オ 本プロポーザルに関係しないもの
カ 電話、口頭等による質問
キ 受付期間以外の質問

7.　参加意思表明書等の提出
（１）提出書類
プロポーザルに参加を希望する者は、次の書類を各１部ずつ提出すること。なお、期限までに参加意思表明書等を提出しない者又は参加資格要件に該当しないと認められた者は、本提案公募に参加することができない。
ア 参加意思表明書（様式１）
イ 会社概要書（様式２）
ウ 国税及び地方税（宇多津町に事業所を有する場合は町税も含む）に未納がないことを証する書類
エ 登記事項証明書又は写し（発行後３か月をこえないもの）
オ 直近の事業年度分決算報告書、損益計算書、貸借対照表の写し
（２）提出方法
持参又は郵送（配達記録が残る郵送方法に限る）により提出すること。なお、消印有効ではなく、提出期限必着とする。
（３）提出先
〒769-0292
香川県綾歌郡宇多津町1881番地
宇多津町総務課　担当：江口　宛
（４）提出期限
令和８年１月22日(木) 午後５時まで（必着）

8.　参加資格の審査結果の通知
参加申込書等の受付締切後、参加資格の審査を行い、結果について、令和８年１月23日(金)までに電子メールで通知する。

9.　企画提案書及び参考見積書の提出
(１) 本提案公募への参加資格を有された者は、次のア～オまでの書類を提出すること。
ア 企画提案書提出届（様式４）
イ 業務実績調書（様式５）
ウ 企画提案書
仕様書及び評価基準書を参照し、次の事項に関する企画提案書を提出すること。
① 業務実績（様式５に記載すること）
② 業務実施体制
業務の趣旨を踏まえ、本業務委託の実施に対する基本的な考え方、取組方針を記載すること。その上で、本業務を実施する場所及び体制について文章、図表等を用いて記載し、業務遂行人員、責任者や担当者の氏名・職種（専門性）・役割・経験・資格なども併せて記載すること。また、業務の一部を再委託する予定がある場合は、委託先及び業務の内容を記載すること。
③ 具体的な業務内容
・寄附管理システムの運用管理に関する業務 
・返礼品の出荷依頼及び配送管理に関する業務 
・寄附金受領証明書等の作成及び発送に関する業務 
・ワンストップ申告特例制度に関する業務 
・寄附者からの問合せ等に関する業務
・寄附金の募集に要する経費の管理に係る業務 
・返礼品提供事業者の開拓、返礼品の開発・拡充等に関する業務
・ポータルサイトの運用管理に関する業務 
・広報・プロモーションに関する業務 
・その他ふるさと納税の推進に係る業務（寄附額増加などの効果が期待できる独自提案）
④ 個人情報保護対策（情報セキュリティ対策）
　　　※企画提案書の様式については下記書式を遵守していれば自由とする。
・用紙サイズ：Ａ４（向きは縦・横自由）
・文字サイズ：10.5ポイント以上
・印刷：両面印刷で、カラー・白黒は問わない
・記号、略称等の使用：初出の箇所に記号、略称等の説明を記述し、審査者が十分に理解できるように配慮すること。
エ 見積書（様式６）
　① 消費税及び地方消費税相当額を除く金額を記載すること。
　② 次の項目ごとに金額を記載した明細を作成すること。
・基本委託料（寄附金額に対する単価（手数料率）を別途明記すること）
返礼品の調達費用及び配送費用は含めないこと。
・仕様書４（５）寄附者への寄附金受領証明書等の送付業務に要する費用
　　発送に要する郵便料及び封筒・用紙代等を含むこと。
　・仕様書４（６）ワンストップ特例申請書の受付処理業務に要する費用
　　発送に要する郵便料及び封筒・用紙代等を含むこと。
オ 見積積算書（様式７）
[bookmark: _GoBack]業務項目ごとの率・単価・金額（消費税及び地方消費税込額）内容を記載すること。
（２）提出部数
７部（正本１部、副本６部）
（３）提出方法
持参又は郵送（配達記録が残る郵方法に限る）により提出すること。
なお、消印有効ではなく、提出期限必着とする。
（４）提出先
〒769-0292
香川県綾歌郡宇多津町1881番地
宇多津町総務課　担当：江口　宛
（５）提出期限
令和８年１月30日(金)午後５時（必着）※期限までに提出のない場合は辞退とみなす。

10. プレゼンテーションの実施
選考に当たっては、プレゼンテーション及びヒアリングを実施する。
（１）実施予定時期
令和８年２月６日（金）
（２）所要時間
１事業者当たり40分以内（提案書説明 約30分、質疑応答 約10分）

11. 審査・受託予定者の決定方法
（１）審査
評価基準書に基づき、提出された提案書及びプレゼンテーションの内容についての審査、採点を行い、提案評価第１位となった提案者を本業務の受託予定者として、契約締結に関する交渉を行う。ただし、受託予定者に契約を締結することができない何らかの事由が発生した場合は、提案評価第２位となった提案者から順に繰り上げて特定の相手方として、交渉を行う。
（２）審査結果の通知
審査結果については、プロポーザルに参加した事業者に文書及び電子メールで通知する。なお、審査結果についての異議申し立ては受け付けない。

12. 欠格事項
参加する事業者が、次のいずれかに該当することが判明したとき又はその他不正な行為があったときは失格とし、既に提出された企画提案は無効とする。
（１）提出書類受付期限までに所定の書類が整わなかったとき。
（２）提出書類に記載すべき内容が記載されていないなど企画提案書が公募公告で示した要件に適合しないとき。
（３）提出書類に虚偽又は不正があったとき。
（４）提案の見積金額が見積限度額を上回るとき。
（５）参加資格要件を満たさなくなったとき。
（６）審査の透明性・公正性を害する行為があったとき。

13. 契約
受託予定者と当該業務について協議を行い、改めて見積書を徴収する。その後、契約書を作成し、契約を締結する。
（１）内容 契約の詳細については、仕様等協議のうえで確定する
（２）契約方法 随意契約

14. プロポーザルの中止等
本町が、やむを得ない理由等により、プロポーザルを実施することができないと認めるときは、プロポーザルの実施を中止又は取り消すことがある。その場合において、企画提案への参加者が損害を受けることがあっても、本町はその責めを負わない。

15. その他
（１）本プロポーザルへの参加に要する費用は、参加者の負担とする。
（２）提出された書類等は、返却しない。
（３）提出期限以降における提案書等の内容変更等は一切認めない。
（４）提出物は、委託先の選定以外に無断で使用しない。
（５）参加者が１者のみであった場合でも、本プロポーザルを有効として取り扱うこととする。ただし、必要最低限の点数（総点数の６割）が得られなかった場合、本プロポーザルは無効とする。

16. 担当部署及び問合せ先
〒769-0292
香川県綾歌郡宇多津町1881番地
宇多津町総務課　担当：江口、亀井
電話：0877-49-8013
E-Mail：soumu@town.utazu.kagawa.jp
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